
評価結果詳細（愛泉幼児園）

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－１－（１）－①　理念、基本方針が明文化され
周知が図られている。

ａ

年度の事業計画書には、法人・園それぞれの基
本理念・基本方針が掲載され、職員への配布を
通して周知が図られている。園玄関への掲示、
新入職員オリエンテーション時の指導等々保護
者・職員への理解が深まるよう取り組んでい
る。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－２－（１）－①　事業経営をとりまく環境と経
営状況が的確に把握・分析されている。

ａ

社会福祉協議会をはじめとする各種ネットワー
クへの参加により、少子高齢化に伴う環境変化
等対応への情報収集・分析検討に取り組んでい
る。高齢者施設・社会的養護関係施設も併せて
運営する法人として、地域・社会への貢献を念
頭にした運営が実践されている。

Ⅰ－２－（１）－②　経営課題を明確にし、具体的
な取り組みを進めている。

ａ

法人内・施設内の各種会議での検討を通して人
事・財務・地域貢献・とりまく環境等を踏まえ
た各課題の抽出が図られている。安定した運
営・確かな指導力・前を向いた運営方針により
解決への進捗が図られている。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－３－（１）－①　中・長期的なビジョンを明確
にした計画が策定されている。

ａ

事業計画中に中長期の展望が掲載されており、
施設整備・人材育成の方針が示されている。園
として将来に向けた取り組みと検討課題が具体
的に記されており、園の進む道を理解できる内
容となっている。

Ⅰ－３－（１）－②　中・長期計画を踏まえた単年
度の計画が策定されている。

ａ
中長期の方針に沿った事業計画が策定されてお
り、 行事予定・保育のねらい・重点課題が示さ
れている。

Ⅰ－３－（２）－①　事業計画の策定と実施状況の
把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解
している。

ａ

年度初めには事業計画を職員に配布し、園の方
針を説明している。管理職を中心とした会議に
おいて進捗状況の確認と検証がなされており、
備品の購入等細かな事項についても方針の決定
がなされている。

Ⅰ－３－（２）－②　事業計画は、利用者等に周知
され、理解を促している。

ａ

入園時の説明会をはじめ、各種たより等により
園の方針や計画について保護者への周知を図っ
ている。毎月末において実施されている保育計
画説明会は、他の園の範となる取り組みであ
る。

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果

（保育所）

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。



Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－４－（１）－①　福祉サービスの質の向上に向
けた取組が組織的に行われ、機能している。

ａ

自己チェック・人事考課等職員個人がその保育
内容を見つめ直す機会が整えられており、園と
してＱＣ手法が自然に身についている。また組
織全体としても運営会議での検証と確認がなさ
れている。

Ⅰ－４－（１）－②　評価結果にもとづき組織とし
て取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実
施している。

ａ

福祉サービス第三者評価の受審も今回で3回目を
迎えるなどサービス選択への情報発信と改善に
対して積極的に取り組んでいる。法人全体とし
て計画と検証をもって運営にあたっていること
が理解できる。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－１－（１）－①　管理者は、自らの役割と責任
を職員に対して表明し理解を図っている。

ａ
組織図と職務分掌が整備されており、体制と役
割が明示されている。災害時の体制についても
消防計画において明確化されている。

Ⅱ－１－（１）－②　遵守すべき法令等を正しく理
解するための取り組みを行っている。

ａ

職員へは就業規則の周知、新入職員研修、職員
会議等を通してコンプライアンスの徹底を図っ
ている。また自主点検表の活用、研修参加、監
査での指導を運営に活かすよう努めている。

Ⅱ－１－（２）－①　福祉サービスの質の向上に意
欲をもち、その取組に指導力を発揮している。

ａ

「伝統は絶えざる改善と向上により、存続し維
持される」と基本方針要旨に定めるとおり、常
に改善を意識した運営がなされている。各種
チェック、事業所内研修の充実等具体的取り組
みがなされている。

Ⅱ－１－（２）－②　経営の改善や業務の実行性を
高める取組に指導力を発揮している。

ａ

運営会議、リーダー会議等管理職による検討・
分析により計画の進捗が図られている。法人に
よる委員会活動も安全衛生をはじめ機能してい
る。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－２－（１）－①　必要な福祉人材の確保・定着
等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施され
ている。

ａ
学校・公的機関・求人サイト等各種媒体を活用
しながら人材の拡充に努めている。働きやすい
職場環境の形成と併せて取り組んでいる。

Ⅱ－２－（１）－②　総合的な人事管理が行われて
いる。

ａ

人事考課制度を導入しており、職員育成・処遇
を含めたトータルな人事管理がシステム化され
ている。考課項目のマイナーチェンジ、被考課
者への指導を通して最適化を図っている。

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。



Ⅱ－２－（２）－①　職員の就業状況や意向を把握
し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

ａ

時間外労働・有給休暇取得については、管理と
記録がなされている。業界全体の課題である
「働き続けられる職場環境の整備」にむけて取
り組んでいる。

Ⅱ－２－（３）－①　職員一人ひとりの育成に向け
た取組を行っている。

ａ

人事考課制度に基づき、職員一人ひとりに対し
て個人面談が実施されている。考課をするばか
りでなく、フィードバックを通して職員育成が
図られるよう取り組んでいる。

Ⅱ－２－（３）－②　職員の教育・研修に関する基
本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されて
いる。

ａ
事業計画中に職員現任訓練について記載がなさ
れており、職員に求められる資質が明示されて
いる。

Ⅱ－２－（３）－③　職員一人ひとりの教育・研修
の機会が確保されている。

ａ

職員の希望および経験・受講歴を考慮し、外部
研修への参加がなされている。研修終了後は報
告書が提出され、フィードバックにより共有化
を図っている。

Ⅱ－２－（４）－①　実習生等の福祉サービスに関
わる専門職の教育・育成について体制を整備し、積
極的な取組をしている。

ａ
マニュアルの設置等実習生受け入れの体制が整
備されている。期待と意欲をもってもらえる実
習となるよう取り組んでいる。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－３－（１）－①　運営の透明性を確保するため
の情報公開が行われている。

ａ

ホームページには、園の事業報告のほか、財務
諸表等が誰もが見られるよう公開されている。
福祉サービス第三者評価についても本年度で3度
目を数えるなど開かれた施設として情報の発信
がなされている。

Ⅱ－３－（１）－②　公正かつ透明性の高い適正な
経営・運営のための取組が行われている。

ａ
経理規程等が整備されており、専門家の外部監
査を受けるなど適正な運営のため体制が完備さ
れている。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－４－（１）－①　利用者と地域との交流を広げ
るための取組を行っている。

ａ

地域子育て支援センターが併設されており、
オープンハウスのほか、ノーバディーズ・パー
フェクト講座、産休育休サロン等充実した活動
が地域の子育てを後援している。

Ⅱ－４－（１）－②　ボランティア等の受入れに対
する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

ａ

クリスマス会のサンタ役などのボランティアの
ほか、バザー等温かな支援を受けている。参加
の方々には誓約書を提出してもらい、守秘事項
の遵守をお願いしている。

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。



Ⅱ－４－（２）－①　福祉施設・事業所として必要
な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切
に行われている。

ａ

園内には行政・関係機関・医療機関等のチラシ
が掲示されており、保護者への情報提供がなさ
れている。保健センター、児童発達支援セン
ター等と連携し、協働した養育・支援に取り組
んでいる。

Ⅱ－４－（３）－①　福祉施設・事業所が有する機
能を地域に還元している。

ａ

現在も東日本大震災の被災地へ職員を派遣する
など法人として継続した支援を実施している。
町内会とは被災時の相互協力を謳った防災協定
を締結している。

Ⅱ－４－（３）－②　地域の福祉ニーズに基づく公
益的な事業・活動が行われている。

ａ

併設する地域子育て支援センターでは多様な活
動のほか子育て通信として「つくしんぼ」が発
行されている。ワンポイント子育てアドバイス
をはじめ、子育てに悩む保護者に対して一助と
なるよう取り組んでいる。

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－１－（１）－①　利用者を尊重した福祉サービ
ス提供について共通の理解をもつための取組を行っ
ている。

ａ

新任職員に対しては、法人の理念・方針・使命
を指導・教育している。職員会議でのケース検
討、専門的研修への参加を通し、愛着形成・虐
待防止への取り組みについて職員自身で考える
機会を設けている。

Ⅲ－１－（１）－②　利用者のプライバシー保護等
の権利擁護に配慮した福祉サービス提供が行われて
いる。

ａ
年齢に応じ・段階を追って羞恥心に配慮した保
育を努めている。職員は、プライバシー保護・
権利擁護に対して遵守を誓約している。

Ⅲ－１－（２）－①　利用希望者に対して福祉サー
ビス選択に必要な情報を積極的に提供している。

ａ

入園希望者に対しては、見学を実施しており丁
寧な説明に努めている。パンフレットおよび
ホームページには、保育方針・プログラム等が
掲載されており、園の様子や保育内容を理解で
きる。

Ⅲ－１－（２）－②　福祉サービスの開始・変更に
あたり利用者等にわかりやすく説明している。

ａ

入園時には説明会を開催し、入園のしおりと重
要事項に関する規程を用いて説明している。お
むつの処理など保護者の心配に丁寧に答えるよ
う努めている。

Ⅲ－１－（２）－③　福祉施設・事業所の変更や家
庭への移行等にあたり福祉サービスの継続性に配慮
した対応を行っている。

ａ

就学にあたっては、小学校との関係を構築し、
情報の共有を図っている。また敷地内に学童ク
ラブが併設されており、連携と継続した保育が
実践されている。

Ⅲ－１－（３）－①　利用者満足の向上を目的とす
る仕組みを整備し、取組を行っている。

ａ

日々のコミュニケーションや連絡帳により要望
の把握に努めており、保育参観等が実現してい
る。要望の申し出を待つのではなく、保育計画
説明会等を通して保育への理解を深めている取
り組みは特筆に値する。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。



Ⅲ－１－（４）－①　苦情解決の仕組みが確立して
おり、周知・機能している。

ａ
入園時に配布する重要事項に関する規程に苦情
解決担当者・責任者、苦情解決第三者委員の設
置を記載し、体制を明示している。

Ⅲ－１－（４）－②　利用者が相談や意見を述べや
すい環境を整備し、利用者等に周知している。

ａ
個別面談や日々の連絡帳でのやりとりを通して
要望や相談を受け付けている。保護者が安心し
て相談できるスペースも設けられている。

Ⅲ－１－（４）－③　利用者からの相談や意見に対
して、組織的かつ迅速に対応している。

ａ
寄せられた相談や要望については、迅速な対応
に努め、管理職との連携をもって対応に努めて
いる。

Ⅲ－１－（５）－①　安心・安全な福祉サービスの
提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築さ
れている。

ａ

法人には安全衛生委員会が設置されており、各
種リスクに対する防止策の分析・検討がなされ
ている。毎週の職員会議では、事故・ヒヤリ
ハットの報告がなされており、情報共有をもっ
て予防に取り組んでいる。

Ⅲ－１－（５）－②　感染症の予防や発生時におけ
る利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を
行っている。

ａ

保健衛生マニュアルが設置されており、日頃よ
りうがい・手洗いの励行がなされている。入園
のしおりには感染時の対応を記し、蔓延防止へ
の協力を仰いでいる。

Ⅲ－１－（５）－③　災害時における利用者の安全
確保のための取組を組織的に行っている。

ａ

月に1度の避難訓練は、地震・火災等リスク別に
加え、午睡中など活動別の想定もなされてい
る。地震時に慌てる園児たちを安全に導くた
め、部屋の真ん中になまずのキャラクターを貼
るなど工夫がなされている。

Ⅲ－２－（１）－①　提供するサービスについて標
準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提供さ
れている。

ａ

散歩時の留意事項、事故防止等リスクマネジメ
ントをはじめ、各種マニュアル・規程を完備し
ている。設置にとどまらず、コピーして配布す
るなど周知方法にも配慮している。

Ⅲ－２－（１）－②　標準的な実施方法について見
直しをする仕組みが確立している。

ａ

マニュアルを作って満足するのではなく、活用
して始めて意味をなすことを意識した取り組み
がなされている。継続した改善姿勢のもと年度
ごとに見直しを図っている。

Ⅲ－２－（２）－①　アセスメントにもとづく個別
的な福祉サービス実施計画を適切に策定している。

ａ

保育課程・年間総合カリキュラムにより年度の
保育の方針とねらいが明示されている。また年
間保育計画は、年齢ごとに策定されており、年
間目標・保育目標・月間目標等にて構成されて
いる。

Ⅲ－２－（２）－③　定期的に福祉サービス実施計
画の評価・見直しを行っている。

ａ

年間保育計画は、月間、週間の計画に落とし込
まれている。各ターンのつながりを意識するよ
う園長をはじめとする管理職の指導をもって立
案・検証されている。

Ⅲ－１－（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ－２－（１）　提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。



Ⅲ－２－（３）－①　利用者に関する福祉サービス
実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化さ
ている。

ａ

日々の活動や子どもたちの様子は保育日誌に記
録されている。子どもたち一人ひとりの成長の
足跡は、「成長の記録」に丁寧に記録されてお
り、退園後に思い出として振り返ってもらえる
よう写真とともに収められている。

Ⅲ－２－（３）－②　利用者に関する記録の管理体
制が確立している。

ａ

個人情報をはじめとする子ども・保護者に関す
る記録は施錠をもって保管されている。個人情
報保護の規定に従い適切な管理と使用にあたっ
ている。

第三者評価結果 コメント

Ａ－１－（１）－①　保育所の保育の方針や目標に
基づき、発達過程を踏まえ、子どもの心身の発達や
家庭及び地域の実態に即した保育過程を編成してい
る。

ａ

子ども中心主義・全面発達主義・安全安心な環
境を謳った保育理念のもと保育課程が策定され
ている。年齢別のねらい・養護・教養等の領域
を設定し、子どもの健やかなる成長への指針と
している。

Ａ－１－（１）－②　乳児保育のための適切な環境
が整備され、保育の内容や方法に配慮されている。

ａ

個別保育計画が作成されており、一人ひとりの
発達・発育に沿った保育を実践している。きめ
細かな健康管理により安全に過ごすための環境
提供に取り組んでいる。

Ａ－１－（１）－③　１・２歳児の保育において養
護と教育の一体的展開がされるような適切な環境が
整備され、保育の内容や方法に配慮されている。

ａ

1・２歳児は、それぞれ2クラス編成となってお
り、小集団による行き届いた保育体制をとって
いる。生活習慣の習得支援、好奇心と自己活動
の助成を大切にしながら子どもたちに向かい
合っている。

Ａ－１－（１）－④　３歳以上の保育において養護
と教育の一体的展開がされるような適切な環境が整
備され、保育の内容や方法に配慮されている。

ａ

健康・人間関係・環境・言語・表現の領域ごと
に全面発達を図るようねらいをもった計画が立
てられている。ダイナミックな遊び・細かい手
作業など様々な活動を刺激として共に成長でき
るよう取り組んでいる。

Ａ－１－（１）－⑤　小学校との連携や就学を見通
した計画に基づいて、保育の内容や方法、保護者と
のかかわりに配慮されている。

ａ

知育・道徳・体育のバランスの取れた保育の展
開に取り組んでいる。小学校との情報交換・保
護者からの相談対応を図りながら、就学への準
備を勧めている。

Ａ－１－（２）－①　生活にふさわしい場として、
子どもが心地よく過ごすことのできるような人的・
物的環境が整備されている。

ａ

空調設備、床暖房等子どもが快適に過ごすこと
ができるよう環境が整えられており、各保育室
の十分なスペースが活発な活動を可能にしてい
る。夏季はすだれやグリーンカーテンを設置す
るなどの配慮もなされている。

Ａ－１－（２）－②　子どもが基本的な生活習慣を
身につけ、積極的に身体的な活動ができるような環
境が整備されている。

ａ

食事・排せつ・睡眠・着脱・衛生の援助をし、
子供の自立を図るよう取り組んでいる。毎日の
掃除に加えて月に1回の大掃除により子どもたち
が安全に活動できる衛生的な環境を保持してい
る。

Ａ－１－（２）－③　子どもが主体的に活動し、
様々な人間関係や友だちとの協同的な体験ができる
ような人的・物的環境が整備されている。

ａ

子どもたちの発想や好奇心を大事した遊びが展
開できるようベーシックな玩具・遊具を揃え、
スペースを確保した保育室・広い園庭・雨の日
でも思い切り遊べるホール・屋上のプール等恵
まれた環境での活動がなされている。特に3歳か
らは異年齢での交流により様々な体験ができる
よう配慮している。

評価対象Ⅳ　内容評価基準

Ａ－１保育所保育の基本

Ａ－１－（１）養護と教育の一体的展開

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育



Ａ－１－（２）－④　子どもが主体的に身近な自然
や社会とかかわれるような人的・物的環境が整備さ
れている。

ａ

クラスごとに発達・体力等に考慮し、四季や自
然を感じながら散歩が実施されている。身近な
事象や生物に関心をもてるよう園内で植物の栽
培がなされている。

Ａ－１－（２）－⑤　子どもが言葉豊かな言語環境
に触れたり、様々な表現活動が自由に体験できるよ
うな人的・物的環境が整備されている。

ａ

リトミックや絵本の読み聞かせを通して感じた
ことや考えたことを表現できる力を醸成できる
よう取り組んでいる。3月に行われる巣立ちの会
での発表は子どもたちの成長を保護者に見ても
らう機会となっている。

Ａ－１－（３）－①　保育士等が主体的に自己評価
に取り組み、保育の改善が図られている。

ａ

保育者・調理者の別に職員自己チェックリスト
が作成・実施されている。3期ごとにチェック・
振り返り・次期の目標作成・管理者からの指導
がなされている。

第三者評価結果 コメント

Ａ－２－（１）－①　子ども一人ひとりを受容し、
理解を深めて働きかけや援助が行われている。

ａ

「子ども中心主義」の方針のもと「待つ」・
「抱く」ことにより子どもたちの情緒の安定を
図る保育を実践している。コミュニケーション
力・カウンセリング力については外部講師によ
る教育、管理者による指導により向上に努めて
いる。

Ａ－２－（１）－②　障害のある子どもが安心して
生活できる保育環境が整備され、保育の内容や方法
に配慮がみられる。

ａ
特別の配慮を必要とする子どもに対しては個別
計画を作成し、保護者・関係機関と情報を共有
しながら支援にあたっている。

Ａ－２－（１）－③　長時間にわたる保育のための
環境が整備され、保育の内容や方法が配慮されてい
る。

ａ

週案にて長時間に渡る保育についても計画に盛
り込み、子どもたちの様子や体調を見ながら実
施されている。また軽食・おやつの提供等配慮
がなされている。

Ａ－２－（２）－①　子どもの健康管理は、子ども
一人ひとりの健康状態に応じて実施している。

ａ

連絡帳とともに「健康カード」が設置されてお
り、登園ごとに体調・健康についてのやりとり
を繰り返している。記入を通して保護者が子ど
もの健康を管理する力を身に付けることも狙い
としている。

Ａ－２－（２）－②　食事を楽しむことができる工
夫をしている。

ａ

食育年間計画が策定されており、年齢ごとの目
標が設定されている。クラス担当は、子どもた
ち一人ひとりの食事量を把握し、その子にあっ
た提供がなされている。

Ａ－２－（２）－③　乳幼児にふさわしい食生活が
展開されるよう、食事について見直しや改善をして
いる。

ａ
調理者が園児と一緒に食べる機会を設けたり、
嗜好調査を実施したりと子どもの嗜好や喫食状
況の確認に努めている。

Ａ－２－（２）－④　健康診断・歯科検診の結果に
ついて、保護者や職員に伝達し、それを保育に反映
させている。

ａ
年に2回の健康診断を実施し、保護者に結果の報
告がなされている。園医と連携し、子どもたち
の健康と成長を見守っている。

Ａ－１－（３）　職員の資質向上

Ａ－２　子どもの生活と発達

Ａ－２－（１）　生活と発達の連続性

Ａ－２－（２）　子どもの福祉を増進することに最もふさわしい生活の場

Ａ－２－（３）　健康及び安全の実施体制



Ａ－２－（３）－①　アレルギー疾患、慢性疾患等
をもつ子どもに対し、主治医からの指示を得て、適
切な対応を行っている。

ａ
担当職員、保護者、栄養士との面談を実施し、
医師の診断と協議をもって除去食の提供等配慮
がなされている。

Ａ－２－（３）－②　調理場、水周りなどの衛生管
理が適切に実施され、食中毒等の発生時に対応でき
るような体制が整備されている。

ａ
調理のマニュアルが設置されており、チェック
リストを使用した清掃と消毒をもって衛生環境
の保持がなされている。

第三者評価結果 コメント

Ａ－３－（１）－①　子どもの食生活を充実させる
ために、家庭と連携している。

ａ

日々の給食展示、給食だよりの発行、献立の配
布により保護者への安心にも配慮している。レ
シピを教えるなど家庭での食育にも協力してい
る。

Ａ－３－（１）－②　家庭と子どもの保育が密接に
関連した保護者支援を行っている。

ａ

年に複数回の個人面談を実施しており、家庭と
の連携を図っている。開催日にあたっては、土
曜日も設定するなど保護者への就労に配慮して
いる。

Ａ－３－（１）－③　子どもの発達や育児などにつ
いて、懇談会などの話し合いの場に加えて、保護者
と共通の理解を得るための機会を設けている。

ａ
毎月保育計画説明会を開催し、その月の活動予
定、保育目標などを説明し、園の保育方針への
理解を深めている。

Ａ－３－（１）－④　虐待に対応できる保育所内の
体制の下、不適切な養育や虐待を受けていると疑わ
れる子どもの早期発見及び虐待の予防に努めてい
る。

ａ

昼寝・着がえ・食事時等の様子・日々の健康
カードの記入状況等を観察し、早期発見に努め
ている。敷地内に設置された児童家庭支援セン
ターと連携し、対応を図っている。

Ａ－３　保護者に対する支援

Ａ－３－（１）　家庭との緊密な連携


